
5－1 資金不足比率 

                       西 監 発 第 ５ ５ 号 

令和２年８月２０日 

 
 
 
 

西宮市長 石 井 登志郎 様 
 
 
 

西宮市監査委員  石 原 俊 彦 
同     佐 竹 令 次 
同     板 戸 史 朗 
同     大川原 成 彦 

 
 
 
 

西宮市公営企業会計経営健全化審査意見の提出について 

 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定により、令和元年度西宮

市公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計)の

資金不足比率を西宮市監査基準に準拠して審査した結果、別紙のとおり意見を提出します。 
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令和元年度西宮市公営企業会計経営健全化審査意見 

 

第１ 審 査 の 対 象 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定により、市長から提出された

令和元年度西宮市公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、病院事

業会計)の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象としました。 

 

第２ 審 査 の 期 間 

令和２年６月 17日から同年８月３日まで 

 

第３ 審 査 の 方 法 

審査は、市長から提出された令和元年度決算に基づく西宮市公営企業会計の資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施

しました。 

審査にあたっては、西宮市公営企業会計決算審査における数値との比較検討を行い、かつ疑問

の点については責任者を招いて説明を求めました。 

なお、板戸史朗監査委員は、令和２年８月７日に監査委員に就任したため、審査結果の審議等

に関与しませんでした。 

また、佐竹令次監査委員は、水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計の審査につ

いて、地方自治法第 199 条の２の規定により除斥となりました。 

 

第４ 審 査 の 結 果 

１ 総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれ

も適正に作成されているものと認められます。 

記 

(単位：％) 

会 計 名 
資 金 不 足 比 率 経営健全化 

基   準 29 年度 30 年度 元年度 

水 道 事 業 会 計 ― ― ― 20.0 

工業用水道事業会計 ― ― ― 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 20.0 

病 院 事 業 会 計 8.2 3.8 1.3 20.0 

注 資金不足が生じていない場合は、「－」で表示しています。 
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２ 個別意見 

ア 水道事業会計 

資金不足比率の算定方法により算出された資金剰余額は、平成 30 年度と比較すると４億

4,871 万円増加しており、事業の規模に対する率においても 49.2％と高く、良好な状態にある

と認められます。   

イ 工業用水道事業会計 

資金不足比率の算定方法により算出された資金剰余額は、平成 30 年度と比較すると１億

2,762 万円増加しており、事業の規模に対する率においても 686.3％と高く、良好な状態にあ

ると認められます。 

ウ 下水道事業会計 

資金不足比率の算定方法により算出された資金剰余額は、平成 30 年度と比較すると６億

9,906 万円増加しており、事業の規模に対する率においても 28.7％と高く、良好な状態にある

と認められます。 

エ 病院事業会計 

資金不足比率は 1.3％で、平成 30 年度と比較すると 2.5 ポイント改善し、経営健全化基準

の 20.0％を下回っています。また、資金不足比率の算定方法により算出された当年度末の資

金不足額も 6,169 万円で、平成 30 年度末の１億 7,472 万円と比較すると１億 1,302 万円減少

していますが、これらは資金不足解消を目的とした一般会計からの補助金を７億円受けたこと

によるものです。 

これまで資金不足解消のため、平成 20 年度から 22 年度に一般会計から借り入れた 16 億

4,100 万円の長期借入金により 22年度と 23 年度は資金剰余となっていましたが、24年度以降

再び資金不足が生じたことから、26 年度に一般会計から５億円の長期借入れを行い、資金不

足額は 26年度末には 2,042 万円に改善していました。しかしながら、27 年度以降も資金不足

額が拡大したことから、28 年度に一般会計から５億円の長期借入れを行い、30 年度に一般会

計から６億円の補助金を受けました。 

なお、上記の長期借入金 26 億 4,100 万円の元金償還が５年度から順次始まり、元金償還額

が固定負債から流動負債に振り替わる４年度以降、資金不足比率の悪化と資金流出による経営

への圧迫が懸念されます。 

今後とも経営改革プランで示された取組内容を着実に推進し、資金不足の解消に向けた早急

な経営基盤の確立に努めてください。 

 

３ 是正改善を要する事項 

資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成について、特に指摘

すべき事項はありません。  
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審査資料 

１ 資金不足比率の概要 

２ 資金不足比率の算定方法 

３ 各項目の数値 
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5－7 資金不足比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審 査 資 料 
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公営企業会計に係る資金不足比率 

１ 資金不足比率の概要 

資金不足比率とは、公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比

較して、指標化し、経営状況の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど、料金収入で資金

不足を解消するのが難しくなることから、公営企業としての経営状況の判断指標として、19年度

決算から算定されることとなったものです。 

この比率が、経営健全化基準(20.0％)を超えると、経営健全化計画を策定しなければならない

こととなっています。 

 

２ 資金不足比率の算定方法 

資金不足比率 ＝        
資金不足額 

事業の規模 

     資金不足額＝（流動負債＋建設改良費等以外の企業債残高－流動資産） 

         －解消可能資金不足額 

         ※流動負債及び流動資産は、算定基準による控除額を除いた額 

    事業の規模＝ 営業収益の額－受託工事収益の額 

区分の説明 

 

ア 

 

① 流動負債 決算における貸借対照表上の流動負債の額 

② 控除企業債等 決算において貸借対照表の流動負債に計上されている企

業債及び他の会計からの長期借入金で、建設改良費等に充

てるためのものの額 

③ 控除未払金等 貸借対照表に計上されている一時借入金及び未払金のう

ち建設改良費に係るものであって、その支払財源に充てる

ために翌年度に地方債を起こすこととしているものの額 

④ 控除額 

 

連結実質赤字額の算定上、現金会計である他会計との間で

生じる重複額 

イ  算入地方債の現在高 建設改良費以外の経費の財源に充てるために起こした地

方債の当該年度における残高 

ウ ⑤ 流動資産 決算における貸借対照表上の流動資産の額 

⑥ 控除財源 当該年度において執行すべき事業に係る支出予算の額の

うち、翌年度に繰越した事業の財源に充当することができ

る特定の収入で、当該年度に収入された部分に相当する額 

⑦ 控除額 連結実質赤字額の算定上、現金会計である他会計との間

で生じる重複額 

エ  解消可能資金不足額 事業の性質上、事業の開始後一定期間に構造的に資金の

不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足

額から控除する一定の額 

資金不足が生じていないときは算定不要 

オ  営業収益の額 決算における営業収益の額 

カ  受託工事収益の額 決算における受託工事収益の額 
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３ 各項目の数値 

水道事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 29 年度 30 年度 元年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△3,280,497 △4,071,991 △4,520,706 

 ア 流動負債 ①－②－③－④ 1,741,362 1,772,005 1,738,487 

 ① 流動負債 2,900,106 2,926,598 2,921,031 

② 控除企業債等 1,158,242 1,154,593 1,182,544 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 502 0 0 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑤－⑥－⑦ 5,021,859 5,843,996 6,259,193 

  

 

 

⑤ 流動資産 5,021,859 5,843,996 6,259,193 

⑥ 控除財源 0 0 0 

⑦ 控除額 0 0 0 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 9,365,619 9,251,242 9,181,908 

 オ 営業収益の額 9,379,786 9,255,669 9,186,918 

カ 受託工事収益の額 14,167 4,427 5,010 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△35.0 △44.0 △49.2 

 

工業用水道事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 29 年度 30 年度 元年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△2,718,750 △2,817,973 △2,945,599 

 ア 流動負債 ①－②－③－④ 61,830 72,493 62,276 

 ① 流動負債 80,643 90,699 75,902 

② 控除企業債等 18,813 18,206 13,626 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑤－⑥－⑦ 2,780,580 2,890,466 3,007,875 

 

 

 

⑤ 流動資産 2,780,500 2,890,466 3,007,875 

⑥ 控除財源 0 0 0 

⑦ 控除額 0 0 0 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 427,279 432,030 429,186 

 オ 営業収益の額 427,279 432,030 429,186 

カ 受託工事収益の額 0 0 0 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△636.3 △652.3 △686.3 
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下水道事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 29 年度 30 年度 元年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△1,403,120 △1,540,270 △2,239,337 

 ア 流動負債 ①－②－③－④ 4,108,922 4,786,557 4,156,948 

 ① 流動負債 10,126,323 10,161,262 9,507,909 

② 控除企業債等 6,017,401 5,374,705 5,350,961 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑤－⑥－⑦ 5,512,042 6,326,827 6,396,285 

 

 

 

⑤ 流動資産 5,512,042 6,326,827 6,396,285 

⑥ 控除財源 0 0 0 

⑦ 控除額 0 0 0 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 7,833,415 7,846,590 7,791,186 

 オ 営業収益の額 7,866,908 7,880,073 7,824,830 

カ 受託工事収益の額 33,493 33,483 33,644 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△17.9 △19.6 △28.7 

 

病院事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 29 年度 30 年度 元年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
379,403 174,720 61,695 

 ア 流動負債 ①－②－③－④ 1,076,152 937,805 939,365 

 ① 流動負債 1,792,678 1,823,892 1,686,871 

② 控除企業債等 716,526 886,087 747,506 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑤－⑥－⑦ 694,321 761,035 874,560 

 

 

 

⑤ 流動資産 694,321 761,035 874,560 

⑥ 控除財源 0 0 0 

⑦ 控除額 0 0 0 

エ 解消可能資金不足額 2,428 2,050 3,110 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 4,605,972 4,581,790 4,492,363 

 オ 営業収益の額 4,605,972 4,581,790 4,492,363 

カ 受託工事収益の額 0 0 0 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
8.2 3.8 1.3 

 


